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当社債及びシンジケートローンのポイント

●  政府及び地方公共団体の当社経営への関与やバックアップ、 確実性の高い高速道路事業スキーム、 経営の安定性を背景に、 当社債は日本

国債と同格付

1 格付は日本国債と同格（R&I : AA+　　Moody’s : A1　　JCR : AAA）　

●  政府及び地方公共団体は、 当社の総株主の議決権の 1/3 以上に当たる株式を保有する義務あり

●  政府及び地方公共団体の 100% 出資 （2025 年 3 月末現在）

●  代表取締役等の選定等、 毎事業年度の事業計画、 社債発行と長期借入等は、 国土交通大臣の認可が必要

●  高速道路の新設 ・改築、 料金の徴収等を行うためには、 高速道路機構と協定を締結し、 地方公共団体の議会の議決及び道路管理者の同意を

得た後に、 国土交通大臣の許可が必要

2 政府及び地方公共団体による当社経営への関与

●  高速道路の新設 ・改築に要する費用の一部は、 政府及び地方公共団体からの出資金を財源とした高速道路機構からの無利子貸付金

●  災害により高速道路が被災した場合、 政府及び地方公共団体からの補助金を財源とした高速道路機構からの無利子貸付金により復旧事業を

行うことが可能となる法的枠組み

3 政府及び地方公共団体のバックアップ

●  料金収入が計画値から乖離した場合、 会社の損益に与える影響を一定の範囲に抑えるべく、 高速道路機構に支払う道路資産貸付料は料金収入

の実績により変動 （変動貸付料制度）

4 変動貸付料制度による経営の安定化
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● 道路資産完成後、 高速道路機構へ債務の引渡しを実施

● 引渡し後は高速道路機構が利払・元本を償還

● 債務の引渡し後においては、 当社と高速道路機構は連帯して債務を負担

● 高速道路機構へ債務を引渡すことにより、 当初 20% のリスクウェイトは 10% に低下

5 併存的債務引受

●  社債については、 一般担保付債券であり、 社債権者は、 当社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を保有

●  シンジケートローンについては、 無担保となるが、 他の無担保債務の支払に劣後することなく、 少なくとも同順位の取扱い

6 担保

●  第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター （R&I） から 「ソーシャルボンド原則 2021」 等に適合している旨のオピニオンを取得し、

2022 年度よりソーシャル ・ ファイナンスとしての資金調達を実施

7 ソーシャル・ファイナンス・フレームワークに基づく資金調達

当社単独の債務 高速道路機構の債務

当社が資金調達 機構が元本償還
機構への資産 ・債務の引渡し

（併存的債務引受）

当社が利払
リスクウェイト 20%

高速道路機構が利払
リスクウェイト 10%入金日 引渡日 償還日
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会社概要

首都高速道路株式会社は、 「民間にできることは民間に

委ねる」 との政府の方針を受けて、 2004 年 6 月 2 日に

成立した高速道路株式会社法及び日本道路公団等民営化

関係法施行法に基づき、 それまでの首都高速道路公団に

代わる新しい組織として、 2005 年 10 月 1 日に設立され

ました。

首都高速道路株式会社は、 首都高速道路公団と同様に、

首都高速道路の新設、 改築、 維持、 修繕その他の管理を

効率的に行うこと等により、 道路交通の円滑化を図り、

もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与する

ことをその事業目的としています。 また、 民営化に伴い、

首都高速道路の事業に支障のない範囲内で、 他の様々な

事業を行うことができるようになりました。

グループ基本理念として、 「私たちは、 首都圏のひと ・ ま

ち ・ くらしを安全 ・円滑な首都高速道路ネットワークで結び、

豊かで快適な社会の創造に貢献します。」 を掲げ、 1. お客

さま第一、 2. 地域社会との共生、 3. 社会的責任、 4. 自立

する経営、 5. 活力あふれる職場、 をグループ経営理念と

しています。  

利用交通量

104.5万台/日
（2024年度）

総延長

327.2km
（2025年3月31日現在）

凡例
首都高  

 
 （営業中区間） （未開通区間）

（未開通区間）（営業中区間）

その他の
高速道路等
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組織名 首都高速道路株式会社 （Metropolitan Expressway Company Limited）

本店所在地 東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 1 号

設立年月日 2005 年 10 月 1 日

資本金 135 億円 （2025 年 3 月 31 日現在）

株主

 財務大臣 （13,499,997 株）

 東京都 （7,215,618 株）

 神奈川県 （2,236,443 株）

 埼玉県 （1,593,702 株）

 横浜市 （1,203,121 株）

 川崎市 （1,033,322 株）

 千葉県 （217,797 株）

従業員数 1,142 人 （2025 年 3 月 31 日現在）

代表者 代表取締役社長  寺山  徹

事業概要

① 高速道路の新設、 改築、 維持、 修繕、 災害復旧その他の管理等

② 国、 地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、 改築、 維持、 修繕等

③ 駐車場、 高速道路の休憩施設及び高架下賃貸施設の運営及び管理等

連結子会社 道路事業子会社 13 社、 関連事業子会社 6 社 （2025 年 3 月 31 日現在）

千葉県 0.80%
川崎市 3.82%
横浜市 4.45%
埼玉県 5.90%
神奈川県 8.28%
東京都 26.72%

財務大臣
49.99%

4

会
社
概
要



2015年中央環状線山手トンネル
（湾岸線～3号渋谷線間）開通式

埼玉新都心線
(新都心～さいたま見沼間）
開通

首都高速道路更新事業
国土交通大臣の事業許可

中央環状線
（3号渋谷線～4号新宿線間）開通 神奈川7号

横浜北線開通
ETC専用化
（35料金所）

10号晴海線
（晴海～豊洲間）開通

（年）

中央環状線（湾岸線～
3号渋谷線間）開通　
中央環状線全線開通

5車種区分
対距離料金へ移行

神奈川7号
横浜北西線開通鶴見つばさ橋（湾岸線）開通中央環状線（四つ木～葛西JCT間）、

中央環状線（千住新橋～江北JCT間）、
川口線（江北JCT～川口JCT間）開通
／東北自動車道と接続／総延長200㎞突破

神奈川県内初の開通
神奈川1号横羽線
（浅田～東神奈川間）
／総延長50㎞突破

千葉県内初の開通
湾岸線（新木場～浦安間）

埼玉県内初の開通
6号三郷線
（小菅JCT～三郷JCT間）
／常磐自動車道と接続

6号向島線（江戸橋JCT～堤通間）、
7号小松川線全線開通
／京葉道路と接続

3号渋谷線全線開通
／東名高速道路と接続

芝公園～霞が関間の開通により、都心環状線が形成

八重洲線開通／総延長100㎞突破

横浜ベイブリッジ
（湾岸線）開通

首都高初の開通
（1号線京橋～
芝浦間4.5㎞）

4号新宿線全線開通
／中央自動車道と接続

中央環状線
（板橋JCT～江北JCT間）
開通

中央環状線（4号新宿線～5号池袋線間）開通

10号晴海線（豊洲～東雲JCT間）開通

均一料金から
距離別料金へ移行

神奈川6号川崎線（殿町～大師JCT間）開通
／総延長300㎞突破

『首都高速道路株式会社』設立

ETC一般サービス開始
（11料金所）

埼玉大宮線
（美女木JCT～与野間）
開通

レインボーブリッジ
（11号台場線）開通

湾岸線全線開通

５号池袋線
（戸田南～美女木JCT間）開通
／東京外環自動車道と接続

東京湾アクアラインと接続

2017年神奈川7号横浜北線開通式

都心環状線と
放射路線の整備
1962年～1970年（第1期）

都市間高速道路
との接続
1971年～1988年（第2期）

さらなる
ネットワーク整備
1989年～（第3期）

1962 1967 1968 1971 1973 1976 1978 1985 1987 1989 1993 1994 1997 1998 2001 2002 2005 2006 2007 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

12月20日

７月19日 ５月18日

２月15日

７月４日

12月21日

３月21日
１月20日

１月24日

８月26日
３月30日

10月１日

８月４日

10月20日

11月20日

３月18日

４月１日

３月10日

４月１日

3月22日
３月７日

１月１日

２月11日

12月22日

12月25日５月18日

12月18日

９月27日

９月９日 12月21日

３月28日

10月22日

10月26日

1960年代から半世紀、首都圏のネットワークをつくってきました。首都高の歴史
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中央環状線全線開通
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対距離料金へ移行
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横浜北西線開通鶴見つばさ橋（湾岸線）開通中央環状線（四つ木～葛西JCT間）、

中央環状線（千住新橋～江北JCT間）、
川口線（江北JCT～川口JCT間）開通
／東北自動車道と接続／総延長200㎞突破
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（浅田～東神奈川間）
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7号小松川線全線開通
／京葉道路と接続

3号渋谷線全線開通
／東名高速道路と接続
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八重洲線開通／総延長100㎞突破

横浜ベイブリッジ
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ソーシャル ・ ファイナンス ・ フレームワークに基づく資金調達

2022 年度からソーシャル ・ ファイナンス ・

フレームワークに基づく資金調達を開始し、

本フレームワークの趣旨にご賛同いただいた、

多くの投資家及び金融機関の皆さまから投資

表明及び融資表明をいただいております。   
ソーシャル ・ ファイナンス ・ フレームワークの

詳細や投資表明投資家及び

融資表明金融機関等について

は、 こちらからご覧いただけ

ます。

当社は、 ICMA （国際資本市場協会） が定めるソーシャルボンド原則の４つの核となる要素に基づきソーシャル ・ ファイナンス ・ フレームワーク

を策定し、 本フレームワークについて、 第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター （R&I） から 「ソーシャルボンド原則 2021」 等に

適合している旨のオピニオンを取得しております。

資金の使途

ソーシャル ・ ファイナンスにて調達した資金は、 下表の社会的課題に対応するプロジェクトに充当されます。

これらの適格プロジェクトは、 「自然災害の罹災者を含むその他の弱者グループ」、 「地域企業 ・ 住民」 及び 「地理的 ・ 社会経済的に困難

な状況に置かれている地域の企業 ・ 住民」 を対象として考えております。

また、 これらの適格プロジェクトは、 持続可能な開発目標 （SDGs） のうち、 「3 すべての人に健康と福祉を」、 「7　エネルギーをみんなに

そしてクリーンに」、 「9　産業と技術革新の基盤をつくろう」、 「11 住み続けられるまちづくりを」、 「13 気候変動に具体的な対策を」 のゴールに

貢献するものです。

社会的課題 適格プロジェクト プロジェクトの概要

所要時間の短縮や 
渋滞の緩和／定時性・ 

安全性の向上

高速道路の新設・改築

・既存のネットワーク機能の向上

・ネットワークの機能強化

・  効果的かつ着実な交通安全対策の推進

ETC設備投資
・  ETC専用化による  
キャッシュレス化・タッチレス化

危機管理・災害対策の 
強化（首都直下地震、 
気象災害激甚化等）

高速道路の修繕・ 
災害復旧

・  災害発生時のリスク軽減と安全確保による

機能維持

インフラの高齢化対策 
（道路構造物の高齢化）

高速道路の 
特定更新等工事

・  長期的な安全性確保のための  
大規模な更新・修繕の推進

大気環境改善
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高速道路の修繕・災害復旧 
高速道路の特定更新等工事
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首都高　ソーシャル・ファイナンス

https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/
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トピックス　首都高グループのサステナビリティ経営

サステナビリティ経営の実現に向けて

わたしたちは、 持続可能な社会として 100 年先も豊かに進化し続ける首都圏を目指しています。

そのためには、自然環境へ配慮しながら、強靭かつ安全・安心な高速道路インフラを整備していくことと合わせて、首都圏の経済成長を支え、

活性化させていく必要があります。 さらに、 これらを実現するためには、 首都高グループの社員が活力を持ち、 柔軟に働ける職場環境の整備

も重要です。

これらの社会課題を解決しながら、 これまでも、 これからも、 変わりゆく社会の中で頼りにされる

存在であり続け、 未来への道しるべとして存在意義を発揮し続けられるよう、 わたしたち首都高グ

ループは、100 年以上先の首都圏を見据えたサステナブルな長期視点の経営を行ってまいります。

推進体制

CS・サステナビリティ推進部担当役員が議長を務め、社長、執行役員及び常勤監査役がメンバー

であるサステナビリティ推進会議を新たに立ち上げ、 サステナビリティの推進体制を構築していま

す。 首都高速道路の長期にわたる健全性確保にとどまらず、 あらゆる分野で持続可能な社会の

実現に貢献し、 中長期的な企業価値の向上に向け、 サステナビリティ経営の推進を図っています。

マテリアリティ特定のプロセス

　お客さまを初めとしたステークホルダーの皆さまからの期待や外部環境を踏まえ、 首都高グルー

プが 「解決すべき社会課題」 として、 「インフラの高齢化への対応」 をはじめ 5 つを特定し、 それ

らの課題に対して、 首都高グループの 「事業活動による解決」 をしていきます。 そして、 「2050
年の首都高」 の姿をしっかりとイメージし、 現状とのギャップを埋めるための 「マテリアリティ （重

点課題）」 として 9 つを特定しました。 「事業を通じた価値創出」 だけでなく、 「価値創出を支える

組織の体現」 として、 「企業風土」、 「組織」、 「人財」 についても 「マテリアリティ （重点課題）」

に加えています。

https://www.shutoko.co.jp/company/info/csr/report/

当社のサステナ

ビリティ経営の詳細

については、 サス

テナビリティレポー

トにてご覧いただけ

ます。

首都高　サステナビリティレポート
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首都高グループの価値創造ストーリー

　私たち、 首都高グループは、 これまでも、 これからも、 変わりゆく社会の中で頼りにされる存在であり続け、 日々の様々な事業活動を通じて 「100 年

先も豊かに進化し続ける首都圏」 の実現に貢献して行きます。

100年先も豊かに
進化し続ける首都圏

中期経営計画

年度経営計画

カーボンニュートラル戦略 ほか

戦 略

マテリアリティ

安全・安心の追求
快適・便利なサービスの提供
技術開発・DXの推進
環境・社会への対応
成長分野への挑戦
都市・街づくりへの貢献

挑戦する企業風土の醸成
強固な経営基盤を有する組織の構築
未来志向の首都高人財の育成

価値創出を支える組織の体現

事業を通じた価値創出

パーパス 安全・安心な道で、
ひと・まち・くらしを未来につなぐ

事業活動による解決 創出する価値解決すべき社会課題

ステークホルダー
からの期待

外部環境変化

インフラの
高齢化への対応

CO2 排出量の抑制

地域コミュニティの
活性化

首都圏の経済
の活性化

多様な人財の挑戦・ 
活躍支援

柔軟な働き方の実現

安全・安心で強靭性の
高い都市づくり

気候変動の抑制・
自然環境保全

人口減少下における
地域社会との共生

次世代の
新たな経済づくり

ダイバーシティ・エクイティ＆
インクルージョン・
well-beingの実現

2050年の首都高

未来を創る人財、
信頼される組織をつくり、
継続と進化を両立しながら、
さらなる挑戦で飛躍を遂げる

実現したい
社会

これまでも、これからも、どんな時も頼りにされる存在であり続けます。
進化し続ける首都高ネットワークの力で、

持続可能でワクワクする未来を首都圏から創出します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

道路事業 関連・新事業

未来を創る人財・信頼される組織

継続・進化 挑戦・飛躍
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環境への取り組み ～生物多様性の保全に向けて～　

－ 「おおはし里の杜」 が第 5 回グリーンインフラ大賞の国土交通大臣賞を受賞－

2024 年度、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム （事務局：国土交通省） が主催する第 5 回グリー

ンインフラ大賞において、 高速道路会社で初めて国土交通大臣賞 （最高位） を受賞しました。

今回の受賞では、 都市部の道路空間という限られたスペースの中で様々な工夫がなされているグリーン

インフラであり象徴的な事業である点や、 地域連携の取り組みであり、 環境教育の場として活用している点

などが評価されました。

－生きもの中心の緑地 「おおはし里の杜」 －
「おおはし里の杜」 はかつての目黒川周辺の原風景である自然地や水田を多様な生きものの生育 ・ 生

息空間として再生しています。 近年ではオオタカの飛来も確認されており、 都市部の緑地をつなぐエコロジ

カル ・ ネットワークとして機能していることが分かっています。 また、 近隣地域の小学生を招待し稲作体験

等を実施することで、 環境教育の場としても提供しております。 2024 年 3 月には環境省の自然共生サイ

トに認定され、 同年 8 月に OECM （※） として国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター （UNEP-
WCMC） 及び国連自然保護連合 （IUCN） が運営する国際データベースに登録されました。

※ OECM （Other Effective area-based Conservation Measures）
　　　　国立公園などの保護地域ではない地域のうち、 生物多様性の保全に資する地域のこと　　

次世代の豊かな暮らしにつながる生物多様性の保全を推進します

▲飛来したオオタカ ▲稲作体験の様子

▲エコロジカル・ネットワーク

▲OECM登録のロゴ

▲おおはし里の杜

△△飛飛来来ししたたオオオオタタカカ △△稲稲作作体体験験のの様様子子 △△OOEECCMM登登録録ののロロゴゴ

－生きもの中心の緑地「おおはし里の杜」 －

9

△△おおおおははしし里里のの杜杜

※ OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）
国立公園などの保護地域ではない地域のうち、生物多様性の保全に資する地域のこと
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次次世世代代のの豊豊かかなな暮暮ららししににつつななががるる生生物物多多様様性性のの保保全全をを推推進進ししまますす

2024年度、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム（事務局：国土交通省）が主催する第5回グリーン

インフラ大賞において、高速道路会社で初めて国土交通大臣賞（最高位）を受賞しました。

今回の受賞では、都市部の道路空間という限られたスペースの中で様々な工夫がなされているグリー

ンインフラであり象徴的な事業である点や、地域連携の取り組みであり、環境教育の場として活用してい
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「おおはし里の杜」はかつての目黒川周辺の原風景である自然地や水田を多様な生きものの生育・生

息空間として再生しています。近年ではオオタカの飛来も確認されており、都市部の緑地をつなぐエコロ

ジカル・ネットワークとして機能していることが分かっています。また、近隣地域の小学生を招待し稲作体

験等を実施することで、環境教育の場としても提供しております。2024年3月には環境省の自然共生サイ

トに認定され、同年8月にOECM（※）として国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-

WCMC）及び国連自然保護連合（IUCN）が運営する国際データベースに登録されました。

△△エエココロロジジカカルル・・ネネッットトワワーークク

高
速
道
路
事
業
ス
キ
ー
ム

高速道路事業スキーム

Ⅰ

【大橋ジャンクション】

ⅠⅠ

10
△△飛飛来来ししたたオオオオタタカカ △△稲稲作作体体験験のの様様子子 △△OOEECCMM登登録録ののロロゴゴ

－生きもの中心の緑地「おおはし里の杜」 －

9

△△おおおおははしし里里のの杜杜

※ OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）
国立公園などの保護地域ではない地域のうち、生物多様性の保全に資する地域のこと

環境への取り組み ～生物多様性の保全に向けて～

－「おおはし里の杜」が第5回グリーンインフラ大賞の国土交通大臣賞を受賞－

次次世世代代のの豊豊かかなな暮暮ららししににつつななががるる生生物物多多様様性性のの保保全全をを推推進進ししまますす

2024年度、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム（事務局：国土交通省）が主催する第5回グリーン

インフラ大賞において、高速道路会社で初めて国土交通大臣賞（最高位）を受賞しました。

今回の受賞では、都市部の道路空間という限られたスペースの中で様々な工夫がなされているグリー

ンインフラであり象徴的な事業である点や、地域連携の取り組みであり、環境教育の場として活用してい

る点などが評価されました。

「おおはし里の杜」はかつての目黒川周辺の原風景である自然地や水田を多様な生きものの生育・生

息空間として再生しています。近年ではオオタカの飛来も確認されており、都市部の緑地をつなぐエコロ

ジカル・ネットワークとして機能していることが分かっています。また、近隣地域の小学生を招待し稲作体

験等を実施することで、環境教育の場としても提供しております。2024年3月には環境省の自然共生サイ

トに認定され、同年8月にOECM（※）として国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-

WCMC）及び国連自然保護連合（IUCN）が運営する国際データベースに登録されました。

△△エエココロロジジカカルル・・ネネッットトワワーークク

高
速
道
路
事
業
ス
キ
ー
ム

高速道路事業スキーム

Ⅰ

【大橋ジャンクション】

ⅠⅠ

10

△△飛飛来来ししたたオオオオタタカカ △△稲稲作作体体験験のの様様子子 △△OOEECCMM登登録録ののロロゴゴ

－生きもの中心の緑地「おおはし里の杜」 －

9

△△おおおおははしし里里のの杜杜

※ OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）
国立公園などの保護地域ではない地域のうち、生物多様性の保全に資する地域のこと

環境への取り組み ～生物多様性の保全に向けて～

－「おおはし里の杜」が第5回グリーンインフラ大賞の国土交通大臣賞を受賞－

次次世世代代のの豊豊かかなな暮暮ららししににつつななががるる生生物物多多様様性性のの保保全全をを推推進進ししまますす

2024年度、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム（事務局：国土交通省）が主催する第5回グリーン

インフラ大賞において、高速道路会社で初めて国土交通大臣賞（最高位）を受賞しました。

今回の受賞では、都市部の道路空間という限られたスペースの中で様々な工夫がなされているグリー

ンインフラであり象徴的な事業である点や、地域連携の取り組みであり、環境教育の場として活用してい

る点などが評価されました。

「おおはし里の杜」はかつての目黒川周辺の原風景である自然地や水田を多様な生きものの生育・生

息空間として再生しています。近年ではオオタカの飛来も確認されており、都市部の緑地をつなぐエコロ

ジカル・ネットワークとして機能していることが分かっています。また、近隣地域の小学生を招待し稲作体

験等を実施することで、環境教育の場としても提供しております。2024年3月には環境省の自然共生サイ

トに認定され、同年8月にOECM（※）として国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-

WCMC）及び国連自然保護連合（IUCN）が運営する国際データベースに登録されました。

△△エエココロロジジカカルル・・ネネッットトワワーークク

高
速
道
路
事
業
ス
キ
ー
ム

高速道路事業スキーム

Ⅰ

【大橋ジャンクション】

ⅠⅠ

10

△△飛飛来来ししたたオオオオタタカカ △△稲稲作作体体験験のの様様子子 △△OOEECCMM登登録録ののロロゴゴ

－生きもの中心の緑地「おおはし里の杜」 －

9

△△おおおおははしし里里のの杜杜

※ OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）
国立公園などの保護地域ではない地域のうち、生物多様性の保全に資する地域のこと

環境への取り組み ～生物多様性の保全に向けて～

－「おおはし里の杜」が第5回グリーンインフラ大賞の国土交通大臣賞を受賞－

次次世世代代のの豊豊かかなな暮暮ららししににつつななががるる生生物物多多様様性性のの保保全全をを推推進進ししまますす

2024年度、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム（事務局：国土交通省）が主催する第5回グリーン

インフラ大賞において、高速道路会社で初めて国土交通大臣賞（最高位）を受賞しました。

今回の受賞では、都市部の道路空間という限られたスペースの中で様々な工夫がなされているグリー

ンインフラであり象徴的な事業である点や、地域連携の取り組みであり、環境教育の場として活用してい

る点などが評価されました。

「おおはし里の杜」はかつての目黒川周辺の原風景である自然地や水田を多様な生きものの生育・生

息空間として再生しています。近年ではオオタカの飛来も確認されており、都市部の緑地をつなぐエコロ

ジカル・ネットワークとして機能していることが分かっています。また、近隣地域の小学生を招待し稲作体

験等を実施することで、環境教育の場としても提供しております。2024年3月には環境省の自然共生サイ

トに認定され、同年8月にOECM（※）として国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-

WCMC）及び国連自然保護連合（IUCN）が運営する国際データベースに登録されました。

△△エエココロロジジカカルル・・ネネッットトワワーークク

高
速
道
路
事
業
ス
キ
ー
ム

高速道路事業スキーム

Ⅰ

【大橋ジャンクション】

ⅠⅠ

10
9



高速道路事業スキーム

【大橋ジャンクション】 

10

Ⅰ　

高
速
道
路
事
業
ス
キ
ー
ム



Ⅰ . 高速道路事業スキーム

道路四公団の民営化について

2005 年 10 月 1 日に首都高速道路公団、 日本道路公団、 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が解散し、 高速道路の建設及び

管理を行う高速道路株式会社 6 社と、 高速道路資産の保有と債務の返済を行う独立行政法人日本高速道路保有 ・ 債務返済機構が設立さ

れました。

民営化の目的としては、 大きく以下の 3 点が挙げられます。

●　約40兆円に上る有利子債務を確実に返済
●　真に必要な道路を、 会社の自主性を尊重しつつ、 早期にできるだけ少ない国民負担で建設
●　民間ノウハウ発揮により、 多様で弾力的な料金設定や多様なサービスを提供

民営化のイメージ図

民営化 前 首都高速道路公団 日本道路公団 阪神高速道路公団 本州四国連絡橋公団

【会社】

高速道路の建設・ 管理・料金徴収

【機構】

高速道路の保有 ・ 債務返済

独立行政法人 
日本高速道路保有 ・債務返済機構

民営化 後

東日本 
高速道路㈱

本州四国連絡 
高速道路㈱

阪神 
高速道路㈱

西日本 
高速道路㈱

中日本 
高速道路㈱

首都 
高速道路㈱

11



名称
独立行政法人日本高速道路保有 ・債務返済機構 
（Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency）

略称 高速道路機構

根拠法 独立行政法人日本高速道路保有 ・債務返済機構法

設立日 2005 年 10 月 1 日

目的

高速道路に係る道路資産の保有 ・貸付け、 債務の早期 ・確実な返済

等を行うことにより、 高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、

6 つの会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援

業務の枠組
高速道路に係る道路資産の保有 ・貸付け、

有利子債務を一定期間内に返済し、 2115 年 9 月 30 日までに解散

日本高速道路保有 ・債務返済機構とは

高速道路事業の実施イメージの概要

高速道路機構と締結する 「協定」 に基づき、 高速道路の建設及び管理等を行います。

首都高速道路（株）高速道路機構

建設 ・管理 ・料金徴収

地方公共団体

貸付料の支払

協定

国土交通大臣

道路資産の貸付け

資産 ・債務の引渡し

新設・改築・料金業務実施計画 認可

申請

高速道路の保有 ・債務返済

資金の

借入れ

あらかじめ

道路管理者の同意

議会の議決
許可

申請

債務返済

（既存 + 新規）

高速道路機構

（高速道路の保有 ・債務返済）

既存債務

（各道路公団から承継）

新規債務

（各高速道路会社から新たに引受）
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高速道路事業スキームにおける資産 ・債務の流れ

首都高速道路（株）

高速道路の新設 ・改築 ・ 
修繕 ・特定更新等工事

新大宮上尾道路

大規模更新 等

高速道路の維持 ・管理 
料金徴収

高速道路機構

債務返済 高速道路資産の保有

投資家の皆さま／機関投資家の皆さま

高速道路資産貸付（開通日）

道路資産貸付料

お客さま

債務引渡

高速道路資産引渡（開通日）

建設資金（社債・借入金）

通行料金

建設資金（無利子貸付）

（主に政府保証） 元
金
返
済

借
換
資
金

政府・地方公共団体（出資者）

債務の引渡し

道路資産 （会社資産となるものは除く） の完成後、 道路資産の形成に要した額と同額の債務を高速道路機構に引き渡します （＝高速道路

機構が債務を引き受ける）。

債務の引渡しに当たっては、 高速道路機構と債務引受契約を締結し、 原則として弁済期日が到来する順に債務を選定し、 高速道路機構へ

引き渡します。

新設工事等の場合にあっては高速道路の開通毎に、 また修繕工事にあっては四半期毎に高速道路機構へ債務を引き渡します。

13



 当社債及びシンジケートローン引渡しのイメージ（2025年6月末現在）

債務の引渡しがなされたかどうかに

ついては、 以下の方法などで確認

ができます。

社債

•  当社及び（株）証券保管振替機構

ホームページによる確認

• 新聞公告による確認

• 官報公告による確認

•  主幹事証券会社や社債管理者

への問い合わせ

シンジケートローン

• 当社ホームページによる確認

• 各借入のエージェントによる通知
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高速道路機構の債務返済計画

高速道路機構は、 各道路会社からの道路資産貸付料を原資として、 高速道路に係る有利子債務を一定期間内に返済し、 2115 年度までに解散することを

計画しています。

なお、 道路四公団が民営化した 2005 年当初は、 民営化後 45 年間を料金徴収期間としていましたが、 道路の更新需要に対応するため、 2014 年に道路

法等の一部が改正され、 料金徴収期間が 15 年間延長されました。

更に 2014 年の法改正に基づく 5 年に一度の点検により、 構造物の想定以上の劣化を確認し、 更新事業を追加する必要が生じたこと等を踏まえ、 2023 年

6 月に道路整備特別措置法等の一部が改正されました。 当社においては 2024 年 3 月に機構との協定を変更し、 料金徴収期間を 2073 年度まで延長して

おります。

 高速道路機構の債務残高見通し（2025年3月末現在）

（出典）各年度の債務残高（期首）は、高速道路機構HP掲載の「収支予算明細」より当社調べ
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高速道路機構の債務残高

2024 年 3 月末現在の高速道路機構の債務残高は、 機構発足時より▲ 13.4 兆円の 24.8 兆円となっております。

（出典）「高速道路機構ファクトブック2024」

【道路整備特別措置法第 51 条第 3 項】 （要約）

… �道路資産帰属計画を定めたときは、 当該計画に基づき、 高速道路開通前においても資産 （債務） の引渡しを実施

高速道路機構への資産 （債務） 引渡しの特例

道路整備特別措置法第 51 条第 3 項により、 当初計画より道路建設期間が長期化した場合などには、 高速道路機構に資産 （債務） を引き

渡すことができる法的な枠組みが整備されています。

37.2

36.2

35.4

31.8 31.7 31.5

30.7
31.1 30.9

30.5

29.3
28.6 28.5

29.1
28.5

27.5
28.1

27.3 27.0

38.2

37.1

35.9

35.1

31.3 31.1
30.6

30.2 30.4
29.7

29.1
28.5

27.6 27.2 27.5
26.8

26.4 26.3
25.7

24.8
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

（兆円）

▲13.4兆円

発足時 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

計画

実績
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政府・地方公共団体の補助金

高速道路機構法第25条第1項・第2項

  政府と地方公共団体は、予算の範囲内で、高速道路機構に第12条第1項第5号及び第8号の

業務に要する経費を補助することができる。

無利子貸付金

高速道路機構法第12条第1項第5号

  高速道路機構は、政府から交付された補助金を財源として、高速道路会社に高速道路の災害

復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付ける業務を行う。

高速道路機構法第12条第1項第8号

  高速道路機構は、地方公共団体から交付された補助金を財源として、首都高速道路又は阪神

高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付ける業務を行う。

資産・債務の引渡し

道路整備特別措置法第51条第4項

  災害復旧により増加した道路資産は、当該災害復旧に関する工事完了の日の翌日に高速道路

機構に引き渡す。

災害復旧事業の枠組み

災害により高速道路が被災した場合、 通常の債務引受スキームとは別に、 政府及び地方公共団体からの補助金を財源とした高速道路機構

からの無利子貸付金により復旧事業を行うことが可能となる法的な枠組みが整備されています。

■ 首都高の地震防災

首都高速道路の設計にあたっては、 国が定める基準に従って、 兵庫県南部地震クラスの地震に耐えられるよう設計、 施工しています。 また、

橋桁が地上に落下しないだけの強度を持つ落橋防止装置を備えるなど、 首都高速道路の安全性を一層高めるための配慮を行っています。

既設構造物については兵庫県南部地震から得た教訓を踏まえ、 橋脚を補強し、 さらに支承の改築など構造物のより一層の耐震性向上対策を

進めています。

1

3

4

2
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債務の特性

【日本橋区間地下化事業】 
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Ⅱ . 債務の特性

債務の特性について

償還までの元利払の流れ

併存的債務引受

（高速道路機構との連帯債務）

●道路資産完成後、 高速道路機構へ債務を引き渡す

●高速道路機構が債務を引き受けた後も当社は連帯債務を負う
債務引渡し

20% ⇒ 10% （債務引受後） ● 高速道路機構へ債務を引き渡すことにより、 当初 20% のリスクウェイトは 10% に低下するリスクウェイト

社債 財投機関債等

● 2010 年度以降は財政投融資の対象から外れている

● 但し、 償還までに財政投融資の対象である高速道路機構に債務が引き渡されることから、 財投機関債に近い債券

との見方が一般的　（金融情報ベンダーは 「財投機関債等」 として分類）
債券カテゴリー

社債

R&I ： AA+
Moody's ： A1
JCR ： AAA

（日本国債と同格）

● 政府及び地方公共団体の当社経営への関与やバックアップ等を背景に日本国債と同格付格付

シンジケート 
ローン

無担保 ● 他の無担保債務の支払に劣後させることなく、 少なくとも同順位に取り扱う

社債 一般担保付債券

● 高速道路株式会社法第 8 条において、 「会社の社債権者は、 当該会社の財産について他の債権者に先立って自己

の債権の弁済を受ける権利を有する」 と規定

● 高速道路機構への債務引渡し後も、 高速道路機構法第 15 条第 2 項において 「社債権者は、 機構の財産について

他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」 と規定担保

当社単独の債務 高速道路機構の債務

当社が資金調達 機構が元本償還
機構への資産 ・債務の引渡し

（併存的債務引受）

当社が利払
リスクウェイト 20%

高速道路機構が利払
リスクウェイト 10%入金日 引渡日 償還日
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当社債の発行実績

（注1）　第1回から第5回までは、財投機関債となります。

（注2）　第1回から第30回までは、2025年6月末現在、高速道路機構へ引き渡しております。

（注3）　第1回から第25回までは、 2025年6月末現在、償還しております。 
（注4）　各回号とも、社債管理者は、株式会社みずほ銀行となります。

（注5）　第16回から第28回は絶対値プライシングで条件決定しており、スプレッドは参考値となります。 
（注6）　第23回は各社債の金額100円につき100.001円で発行しております。

（注7）　第30回からソーシャルボンドとして発行しております。

回号
発行額
（億円）

年限 発行日 償還日
表面
利率

スプレッド
格付

主幹事証券
R&I MDY JCR

第21回 400 5年 18/2/9 22/12/20 0.090% 【#326+15bp】 － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和、野村

第22回 300 5年 18/10/12 23/9/20 0.070% 【#331+11.5bp】 － － － みずほ、大和、日興

第23回 300 2年 19/2/22 21/2/22 0.001% 【#312+16.5bp】 － － － みずほ、大和

第24回 200 5年 19/2/22 23/12/20 0.070% 【#332+24.3bp】 － － －
みずほ、大和、 
三菱UFJMS

第25回 400 5年 19/10/10 24/9/20 0.030% 【#335+40.1bp】 － － － みずほ、大和、野村

第26回 360 5年 20/10/8 25/9/19 0.070% 【#340+18.1bp】 AA+ A1 AAA みずほ、三菱UFJMS、 
野村

第27回 200 5年 21/2/17 25/12/19 0.060% 【#341+16.0bp】 AA+ A1 AAA みずほ、野村

第28回 500 5年 21/10/7 26/9/18 0.040% 【#344+12.5bp】 AA+ A1 AAA みずほ、野村、 
三菱UFJMS

第29回 250 5年 22/2/17 26/12/18 0.125% #345+10bp AA+ A1 AAA みずほ、野村、日興

第30回 280 5年 22/10/20 27/9/17 0.335% #348+25bp AA+ A1 AAA みずほ、野村、大和

第31回 200 5年 23/1/24 27/12/20 0.608% #349+30bp AA+ A1 AAA みずほ、野村、大和

第32回 300 5年 23/10/18 28/9/20 0.528% #352+22bp AA+ A1 AAA みずほ、野村、大和

第33回 350 5年 24/2/22 28/12/20 0.523% #353+21bp AA+ A1 AAA みずほ、大和、野村、 
日興

第34回 300 5年 24/10/24 29/9/20 0.759% #356+19bp AA+ A1 AAA みずほ、大和、日興

第35回 350 5年 25/2/13 29/12/20 1.108% #357+18bp AA+ A1 AAA みずほ、大和、日興

回号
発行額
（億円）

年限 発行日 償還日
表面
利率

スプレッド
格付

主幹事証券
R&I MDY JCR

第1回 100 5年 07/3/26 12/3/19 1.29% #238+15bp － － － みずほ、三菱UFJ

第2回 100 5年 08/2/27 12/12/20 1.17% #245+21bp － － － みずほ、三菱UFJ

第3回 200 5年 08/10/14 13/9/20 1.23% #254+26bp － － － みずほ

第4回 150 5年 09/10/14 14/9/19 0.69% #264+13bp － － － みずほ、大和SMBC

第5回 400 5年 10/3/1 14/12/19 0.67% #267+15bp － － －
みずほ、大和CM、 
日興コーデｨアル

第6回 200 5年 10/10/14 15/9/24 0.315% #272+10bp － － － みずほ、大和CM、野村

第7回 200 5年 11/2/28 15/12/18 0.654% #275+7bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
野村

第8回 200 5年 11/10/13 16/9/20 0.439% #282+9bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和CM、メリルリンチ、 
バークレイズ

第9回 200 5年 12/2/23 16/12/20 0.448% #284+14bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
野村、大和CM、メリルリンチ

第10回 300 5年 12/10/12 17/9/20 0.336% #288+14bp － － － みずほ、三菱UFJMS

第11回 350 5年 13/2/27 17/12/20 0.279% #289+14bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和、野村

第12回 300 5年 14/3/7 18/12/20 0.293% #298+12bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
野村

第13回 300 5年 14/10/16 19/9/20 0.223% #304+9bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和

第14回 400 5年 15/2/24 19/12/20 0.273% #305+14bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和、野村

第15回 400 5年 15/10/14 20/9/18 0.210% #311+16bp － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
野村、大和

第16回 150 5年 16/2/25 20/12/18 0.100% 【#312+25bp】 － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和

第17回 500 5年 16/7/22 21/6/18 0.030% 【#316+37bp】 － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
野村、日興

第18回 400 5年 16/10/14 21/9/17 0.030% 【#318+24.5bp】 － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
日興、野村

第19回 340 5年 17/2/23 21/12/20 0.070% 【#320+16bp】 － － －
みずほ、三菱UFJMS、 
大和

第20回 400 5年 17/10/13 22/9/20 0.090% 【#325+18.1bp】 － － －
みずほ、大和、 
三菱UFJMS
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道路建設関係有利子債務の調達額推移 （単位 ：億円）

社債発行及び金融機関からの借入により行っております。 なお、 政府保証債は、 民営化時の計画どおり、 発行量を漸減させ、 2009 年度に発行を終了しております。

シンジケートローンの借入実績

年度
借入額
（億円）

年限 借入日 償還日 アレンジャー（銀行） エージェント（銀行）

2013
200 5 年 13/9/26 18/9/20 みずほ、 三井住友 みずほ

300 5 年 13/12/25 18/12/25 三井住友 三井住友

2014
300 5 年 14/8/27 19/8/27 みずほ、 三井住友、 三菱東京 UFJ みずほ

300 5 年 14/12/24 19/12/24 みずほ、 三井住友、 三菱東京 UFJ みずほ

2015
200 5 年 15/8/27 20/8/27 三井住友、 みずほ、 三菱東京 UFJ 三井住友

100 5 年 15/12/24 20/12/24 三井住友、 みずほ、 三菱東京 UFJ 三井住友

2016
200 5 年 16/9/30 21/9/30 三井住友、 みずほ、 三菱東京 UFJ 三井住友

200 5 年 16/12/27 21/12/27 三井住友、 みずほ、 三菱東京 UFJ 三井住友

2017
200 5 年 17/9/22 22/8/31 みずほ、 三井住友 みずほ

200 5 年 17/12/26 22/11/30 三井住友、 みずほ 三井住友

2018
100 5 年 18/9/21 23/8/31 みずほ、 三井住友 みずほ

100 5 年 18/12/20 23/11/30 みずほ、 三井住友 みずほ

2019
100 5 年 19/9/24 24/8/30 みずほ、 三菱 UFJ みずほ

100 5 年 19/12/20 24/11/29 みずほ、 三井住友 みずほ

（注1）　2013年9月から2022年12月借入のシンジケートローンは2025年6月末現在、

　　　　　高速道路機構へ引き渡しております。

（注2）　2013年9月から2019年12月借入のシンジケートローンは、2025年6月末現在、償還しております。

（注3）　2022年9月以降借入のシンジケートローンは、ソーシャルローンとして調達しております。

年度
借入額
（億円）

年限 借入日 償還日 アレンジャー（銀行） エージェント（銀行）

2020
140 5 年 20/9/23 25/8/29 みずほ、 三井住友、 三菱 UFJ みずほ

250 5 年 20/12/21 25/11/28 みずほ、 三井住友、 三菱 UFJ みずほ

2021
100 5 年 21/9/28 26/8/31 みずほ、 三井住友、 三菱 UFJ みずほ

100 5 年 21/12/21 26/11/30 みずほ、 三井住友、 三菱 UFJ みずほ

2022
120 5 年 22/9/26 27/8/31 みずほ みずほ

150 5 年 22/12/26 27/11/30 みずほ、 三井住友 みずほ

2023
100 5 年 23/9/20 28/8/31 三井住友、 みずほ、 三菱 UFJ 三井住友

100 5 年 23/12/19 28/11/30 三井住友、 みずほ、 三菱 UFJ 三井住友

2024
120 5 年 24/9/18 29/8/31 みずほ みずほ

150 5 年 24/12/19 29/11/30 みずほ、 三井住友 みずほ
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財務状況

【東品川桟橋 ・鮫洲埋立部】
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Ⅲ . 財務状況

（単位 ：億円）

2025年3月期　（A） 2024年3月期　（B） 増減（A－B）
営業収益 3,912 3,402 509
営業費用 3,890 3,358 531
営業利益 22 43 △ 21
営業外収益 4 3 0
営業外費用 1 0 0
経常利益 25 46 △ 21
特別利益 － － －

特別損失 0 1 △ 0
税金等調整前当期純利益 24 45 △ 20
法人税等 12 15 △ 3
親会社株主に帰属する当期純利益 13 30 △ 17

・ 資産残高は、 2024 年 3 月末に比べて 581 億円減少し、 4,151 億円となりました。

・  仕掛道路資産の増減要因は、 事業の進捗等による増加 788 億円及び高速道路機構への引渡しによる減少 988 億円などによるものです。

　（　） 内は 2024 年 3 月末からの増減

資産 負債

4,151億円（△581億円）

純資産

801億円（＋78億円）

3,349億円（△659億円）

仕掛道路資産　1,859億円（△199億円）

道路建設関係社債 1,500 億円

道路建設関係長期借入金 842 億円

 2025年3月期連結決算の概要

■ 連結経営成績

■ 連結財政状態

23



■ 高速道路事業の損益状況 （連結）

・ 料金収入は、 景気の緩やかな回復に伴う利用交通量の増加により、 前期比 0.9％増の 2,760 億円となりました。 なお、 利用交通量は、

前期比 2.3％増の 104.5 万台 / 日となりました。

・ 道路資産完成高は、 小松川 JCT の事業完了、 修繕事業及び特定更新等工事の完了に伴い、 道路資産を高速道路機構へ引き渡したこ

とから、 985 億円となりました。 なお、 道路資産完成高と道路資産完成原価の差は安全対策 ・サービス高度化積立金活用事業により生

じたものです。

・ 道路資産賃借料は、 高速道路機構との協定に定める貸付料の増加等により、 前期比 2.6％増の 1,889 億円となりました。

（単位：億円）

2025年3月期（A） 2024年3月期（B） 増減（A－B）

営業収益 3,746 3,272 473

内 ：料金収入 2,760 2,735 25

内 ：道路資産完成高 985 536 449

営業費用 3,739 3,245 494

道路資産賃借料 1,889 1,841 47

道路資産完成原価 988 536 451

管理費用等 862 867 △ 5

営業利益 6 27 △ 20
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■ 高速道路機構との協定における損益の考え方

　　　　　⇒　当社の収受する料金には当社の利潤を含めないことが前提

　●道路資産完成原価＝道路資産完成高

（道路資産の形成に要した額を高速道路機構に引き渡す。）

　●道路資産貸付料＝計画料金収入－計画管理費

（協定において、 計画料金収入から計画管理費を除いた額が道路資産貸付料として定められている。）

＜費用＞ ＜収益＞

道路資産完成原価

道路資産貸付料

（道路資産賃借料）

計画管理費

（管理費用等）

道路資産完成高

計画料金収入
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■ 変動貸付料制度による経営安定化措置 （1% ルール）

 計画料金収入対比で実績料金収入が± 1% を超えて変動した場合においても、 高速道路機構に支払う道路資産貸付料を変動させることで、

会社の損益に与える影響を一定の範囲に抑える制度

実績収入が計画収入の 101% 超だった場合

 計画収入の 101% を超える額が協定に定められている道路資産貸付料に加算

実績収入が計画収入の 99% 以上 101% 以下だった場合

 協定に定められている道路資産貸付料に変動なし

実績収入が計画収入の 99% 未満だった場合

  計画収入の 99% 未満から実績収入を除いた額が協定に定められている道路資産貸付料から減算

ケース②,③

ケース①

ケース④

ケース④ケース③ケース②

計画収入の101%

計画収入の99%

計画収入

ケース①

貸付料に加算

貸付料から減算

26

Ⅲ
　
財
務
状
況



■ 関連事業の損益状況 （連結）

・  駐車場事業は、 都市計画駐車場 （5 箇所） 及び高架下駐車場 （62 箇所） 等を運営しており、 営業収益は前期比 6.1％増の 35 億円

となりました。

・  受託事業は、 国、 地方公共団体等からの受託工事の出来高の増加等により、 営業収益は前期比 73.8％増の 79 億円 ､ 営業費用は

同 77.1％増の 78 億円となりました。

・  その他の事業は、 休憩所等事業、 高架下賃貸施設事業及び社会インフラサポート事業等を行っており ､ 営業収益は前期比 1.2％増の

60 億円となりました。

・  関連事業全体の営業利益は、 前期比 5.3％減の 15 億円となりました。

（単位：億円）

2025年3月期（A） 2024年3月期（B） 増減（A－B）

営業収益 175 138 36

駐車場事業 35 33 2

受託事業 79 46 33

その他の事業 60 59 0

営業費用 160 122 37

内 ：受託事業 78 44 33

営業利益 15 16 △ 0
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資金の主な充当先

【羽田可動橋】
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Ⅳ . 資金の主な充当先

首都圏の強靭なネットワークの構築と渋滞対策の推進

首都圏の道路交通の円滑化に向けて、 ネットワーク整備等や渋滞対策を

実施し、 お客さまに快適 ・便利な首都高を提供します。

■ 新大宮上尾道路 （与野～上尾南）

国土交通省関東地方整備局との共同事業として、一般国道 17 号 （新

大宮上尾道路 （与野～上尾南）） 事業を実施しています。

新大宮上尾道路は埼玉県の中心部を南北に縦断する路線で、 さいたま

市中央区円阿弥から鴻巣市箕田間の延長約 25.1km の自動車専用道路

です。 そのうち、 さいたま市中央区円阿弥から上尾市堤崎までの延長

約 8.0km を事業区間とし現在事業を進めています。

既存の首都高ネットワークと一体となり、 東京都心と埼玉県中央地域

の交通アクセス向上を図るとともに、 一般国道 17 号新大宮バイパスに

おける交通事故の防止や渋滞の緩和等へ貢献していきます。

東
名高速

第
三
京
浜

大泉JCT

木更津JCT

玉川IC

東
京
IC

高
井
戸
IC

篠
崎
IC 湾

岸
市
川
IC

練馬IC

 東京湾アクアライン

京葉道路

東関東道

東
北
道

常
磐
道

関
越
道

中央道

 

横
浜新道

館
山
道

圏央道

安行

美女木JCT

三郷JCT

川口JCT

与野

上尾南（仮）

さいたま見沼

東池袋

入谷
上野

西池袋

渋谷

目黒

戸越

羽田

大師

浅田

三ツ沢

大黒ふ頭

本牧ふ頭永田

みなとみらい
横浜公園

空港中央

川崎浮島JCT

横浜港北JCT

有明

浦安

四つ木
向島

︵
谷
河
内
︶ 高

谷
J
C
T

新宿

用賀

高井戸 箱崎

銀座

晴海

霞が関

台場

東京外環道

東

京外環道

小松川
JCT

池尻・三軒茶屋出入口
付加車線増設

新京橋連結路

主な新設・改築

新大宮上尾道路
［与野～上尾南］ 8.0km 
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■ 池尻 ・三軒茶屋出入口付近　付加車線増設

　高速3号渋谷線の池尻三軒茶屋付近では、利用交通が多く、上り勾配に

よる速度低下や短い区間の中に合流・分流が存在するため、交通流が交錯

し、渋滞が発生しています。

　大規模更新工事にあわせて出入口にも付加車線を設置するとともに、

ボトルネック区間をできるだけ効率よく走行できるよう、出入口の位置を

変更します。

■ 新京橋連結路

日本橋区間の地下化にあたって、 交通が集中する江戸橋 JCT 周辺

の混雑緩和を図るため、 江戸橋 JCT の都心環状線連結路を廃止し、

都心環状線を利用する車を八重洲線に転換させることとしています。

江戸橋 JCT の都心環状線連結路機能を確保するため、 新たな都心

環状ルートとして、 都心環状線 （築地川区間） と八重洲線を地下で

結ぶ連結路を整備します。

池尻出口

大 橋
大 橋

大橋
大橋

池尻出口

池 尻 入 口

池 尻 入 口
現　況

改良後

分合流が錯綜

凡   例

分合流の錯綜が緩和

（上り線）
渋谷方面へ

（下り線）
渋谷方面から

（上り線）
用賀方面から

（下り線）
用賀方面へ

（上り線）
渋谷方面へ

（下り線）
渋谷方面から

（上り線）
用賀方面から

（下り線）
用賀方面へ

登り坂
（ボトルネック区間）

ボトルネック区間の
手前で本線に合流

ボトルネック区間
の先で本線に合流

登り坂
（ボトルネック区間）

付加車線増設部

本線直進車両 出口利用車両

入口利用車両 大橋JCT利用車両

三軒茶屋入口

三 軒 茶 屋 出 口

三 軒 茶 屋 出 口

三軒茶屋入口

資
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 池尻・三軒茶屋出入口付近 付加車線増設

高速3号渋谷線の池尻三軒茶屋付近では、利用交通が多く、上り勾
配による速度低下や短い区間の中に合流・分流が存在するため、交通
流が交錯し、渋滞が発生しています。

大規模更新工事にあわせて出入口にも付加車線を設置するととも
に、ボトルネック区間をできるだけ効率よく走行できるよう、出入口の位
置を変更します。

日本橋区間の地下化にあたって、交通が集中する江戸橋JCT周辺の
混雑緩和を図るため、江戸橋JCTの都心環状線連結路を廃止し、都心
環状線を利用する車を八重洲線に転換させることとしています。

江戸橋JCTの都心環状線連結路機能を確保するため、新たな都心環
状ルートとして、都心環状線（築地川区間）と八重洲線を地下で結ぶ連
結路を整備します。

 新京橋連結路
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道路の安全 ・安心

■ 道路の高齢化

総延長が約 327.2km にわたる首都高のうち、 40 年以上を

経過した路線が全体の約 5 割 （約 173km）、 30 年以上を

経過した路線が約 7 割 （約 247km） に達し、 道路の高齢

化が進んでいます。

■ 適切かつ効率的な維持管理の実施

点検により発見された道路施設の損傷に対して、 構造物

の安全性に影響のある損傷や、 第三者被害を生ずる恐れの

ある緊急性が高い損傷は、 直ちに応急または恒久措置を

実施し安全を確保します。

また、 道路構造物及び道路附属施設の計画的更新を行う

とともに、 速やかな補修対応ができる管理体制の構築や、

新技術を活用して効率的かつ着実に維持管理を実施します。

■ 首都高の安全・安心を確保する「大規模更新」「大規模修繕」

構造物を安全な状態に保つため、日夜きめ細やかな点検を

実施し、 適切な補修に取り組んでいますが、 進行する構造物

の高齢化や過酷な使用などにより、 重大な損傷も発見されて

いる状況にあります。

そこで、 道路構造物を長期にわたり健全に保ち、 お客さま

に安全 ・ 安心な道路を提供し続けるために、 首都高の更新

事業を進めています。 加えて、 詳細な法令点検の結果を踏

まえ、 新たな更新事業を 2024 年度からスタートしています。

埼玉県

東京都

神奈川県

千葉県

東北道

中央道

東名高速

第三京浜

京葉道

東関道

常磐道
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 「大規模更新」 「大規模修繕」 の実施箇所

区分 対象箇所 延長 当初開通年度 事業年度

大規模更新

東品川桟橋 ・鮫洲埋立部 1.9km 1963 年度 2014 ～ 2030 年度

高速大師橋 0.3km 1968 年度 2015 ～ 2028 年度

池尻 ・三軒茶屋出入口付近 1.5km 1971 年度 2015 ～ 2027 年度

竹橋 ・江戸橋 JCT 付近 （日本橋区間） 3.3km 1964 年度 2015 ～ 2040 年度

銀座 ・京橋出入口付近 （築地川区間）　 1.5km 1962 年度 2015 ～ 2035 年度

羽田トンネル付近 0.3km 1964 年度 2024 ～ 2038 年度

大規模修繕
1 号上野線、 4 号新宿線 他 55.2km － 2014 ～ 2028 年度

湾岸線　荒川湾岸橋　他 21.3km － 2024 ～ 2035 年度

首都高　更新事業

https://www.shutoko.co.jp/company/enterprise/road/plan/

首都高の大規模更新 ・

修繕事業の詳細につい

ては、 特設サイトでも

ご覧いただけます。
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 「大規模更新」「大規模修繕」の実施箇所

事業年度当初開通年度延長対象箇所区分

2014～2030年度1963年度1.9km東品川桟橋・鮫洲埋立部

大規模更新

2015～2028年度1968年度0.3km高速大師橋

2015～2027年度1971年度1.5km池尻・三軒茶屋出入口付近

2015～2040年度1964年度3.3km竹橋・江戸橋JCT付近（日本橋区間）

2015～2035年度1962年度1.5km銀座・京橋出入口付近（築地川区間）

2024～2038年度1964年度0.3km羽田トンネル付近

2014～2028年度－55.2km1号上野線、 4号新宿線 他
大規模修繕

2024～2035年度－21.3km湾岸線 荒川湾岸橋 他

首都高の大規模更新・
修繕事業の詳細につい
ては、特設サイトでもご
覧いただけます。

首都高 更新事業
https://www.shutoko.co.jp/company/enterprise/road/plan/
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■ 日本橋区間の地下化事業の推進

日本橋川上空の首都高は、 都心部の渋滞解消のために、 1964 年の東京オリンピック前に建設され、 1963 年の開通から 60 年以上が経過しています。

この区間は、 1 日あたり約 10 万台の自動車が走行する過酷な使用状況にあるため、 構造物の損傷が激しく、 更新が必要となっており、 地下化と併せて構造物の

更新を図ります。

日本橋川周辺は、 国家戦略特区の都市再生プロジェクトに位置付けられ、 多くの再開発計画が立ち上がり、 新しいまちづくりが始まろうとしています。

「立体道路制度」 を活用し、 建物の地下にトンネルを整備することで、 これらのまちづくりと一体となって地下化事業に取り組み、 地域の魅力のさらなる向上に

貢献します。

高速八重洲線の長期通行止めを 2025年4月5日より開始し、 高速八重洲線トンネルの一部改築を伴う本格的な地下化工事に着手、 将来の地下ルートと干渉する

都心環状線の既設橋脚を事前に撤去する必要があり、 交通の流れを止めずに撤去が行えるよう、 事前に既設上部工を受替える仮受橋脚工事を実施中です。

2035 年度の地下ルート開通、 2040 年度の完成 （高架橋撤去） を目標に進めています。

神田橋JCT　閉鎖部 仮受橋脚工事

立体道路制度とは？

立体道路制度は、道路として利用する範囲を立体的に定める

ことで、道路敷地の上下空間に建物の建設を可能とするもの

です。地下化事業では、立体道路制度の活用により、道路トン

ネルの上部にも建物の建設を可能とすることで、敷地の有効

活用を図っています。

※  立体道路制度を用いない通常の道路整備では、原則として道路の上下空間に建物を
建てることができません。

※ 立体道路制度を用いない通常の道路整備では、 原則として道路の上下空間に建物を建てることができません。

再開発の計画はイメージです。

※ 再開発の計画は現時点の 
情報を基に作成したものです。

日本橋川上空の首都高は、都心部の渋滞解消のために、1964年の東京オリンピック前に建設され、1963年の開通から60年以上が経過しています。

この区間は、1日あたり約10万台の自動車が走行する過酷な使用状況にあるため、構造物の損傷が激しく、更新が必要となっており、地下化と併せて構

造物の更新を図ります。

日本橋川周辺は、国家戦略特区の都市再生プロジェクトに位置付けられ、多くの再開発計画が立ち上がり、新しいまちづくりが始まろうとしています。

「立体道路制度」を活用し、建物の地下にトンネルを整備することで、これらのまちづくりと一体となって地下化事業に取り組み、地域の魅力のさらなる向

上に貢献します。

高速八重洲線の長期通行止めを２０２５年４月５日より開始し、高速八重洲線トンネルの一部改築を伴う本格的な地下化工事に着手、将来の地下ルートと

干渉する都心環状線の既設橋脚を事前に撤去する必要があり、交通の流れを止めずに撤去が行えるよう、事前に既設上部工を受替える仮受橋脚工事を

実施中です。

2035年度の地下ルート開通、2040年度の完成（高架橋撤去）を目標に進めています。

 日本橋区間の地下化事業の推進

※再開発の計画は現時点の

※情報を基に作成したものです。

再開発の計画はイメージです。
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シールド
外回り線

仮受橋脚を構築

P4008-1
P4008-2 P4008-3

4008橋脚 断面図（Ａ－Ａ）

内回り線 外回り線

既設橋脚
を撤去

都心環状線
（外）

都心環状線
（内）

八重洲線
通行止め

【神田橋
JCT】

P4008-2

P4008-1
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高速1号羽田線の東品川桟橋・鮫洲埋立部は、どちらも損傷の程度及び長期的な使用に適さない構造などの面から大規模更新が必要です。

海上部に建設された東品川桟橋は、橋桁と海水面との空間が極めて狭く、点検・補修が非常に困難となっています。さらに、激しい腐食環境によりコンク

リート剥離や鉄筋腐食などが多数発生しています。

鮫洲埋立部は、仮設と同等の構造で、路面の陥没などの重大な損傷が発生しています。

大規模更新の一つとして、2016年2月から現場工事に着手し、交通影響を軽減するため、う回路を設置し、交通流を確保しながら施工を実施しています。

2020年6月には下り線の交通を更新線（暫定形）に切り替えを行いました。引き続き、2025年内の更新下り線の完成に向け、施工を進めてまいります。

 東品川桟橋・鮫洲埋立部 更新

施
工
ス
テ
ッ
プ

東
品
川
桟
橋
の
状
況
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東
品
川
桟
橋
部
施
工
状
況

鮫
洲
埋
立
部
施
工
状
況

更新下り線
（工事中）

更新上り線
（暫定下り線）更新下り線

（工事中）

更新上り線
（暫定下り線）

う回路
（暫定上り線）
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■ 東品川桟橋 ・鮫洲埋立部　更新

高速 1 号羽田線の東品川桟橋 ・鮫洲埋立部は、 どちらも損傷の程度及び長期的な使用に適さない構造などの面から大規模更新が必要です。

海上部に建設された東品川桟橋は、 橋桁と海水面との空間が極めて狭く、 点検 ・ 補修が非常に困難となっています。 さらに、 激しい腐食環境によりコンクリート

剥離や鉄筋腐食などが多数発生しています。

鮫洲埋立部は、 仮設と同等の構造で、 路面の陥没などの重大な損傷が発生しています。

大規模更新の一つとして、 2016 年 2 月から現場工事に着手し、 交通影響を軽減するため、 う回路を設置し、 交通流を確保しながら施工を実施しています。  
2020 年 6 月には下り線の交通を更新線 （暫定形） に切り替えを行いました。 引き続き、 2025 年内の更新下り線の完成に向け、 施工を進めてまいります。

施
工
ス
テ
ッ
プ

※大井JCT（　湾岸線→　羽田線）を再度通行止し、完成形につなぎ替えます。

S T E P1

S T E P2

S T E P3

S T E P4
上り線および
大井JCTを
切り替え

下り線を
切り替え
(完成)

下り線を
切り替え
(暫定)

大井JCTの
通行止を解除

上り線を
切り替え

上り線の
う回路を設置

工事着手
2016年2月

2017年9月

2019年9月

　湾岸線大井JCT

上り線
下り線

う回路（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

大井JCT（　湾岸線→　羽田線）通行止

　湾岸線大井JCT

下り線

う回路（暫定上り線）

上り線（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

下り線

う回路（暫定上り線）

上り線（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

更新上り線（暫定下り線）
更新下り線（工事中）

う回路（暫定上り線）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

更新下り線

う回路（暫定上り線）

更新上り線（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

更新上り線
更新下り線

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

大井JCT（　湾岸線→　羽田線）通行止解除

東京
モノレール

大井JCT
（工事中）

上り線 下り線

大井JCT
暫定形
（工事中）

う回路
（工事中）

下り線

下り線

う回路
（暫定上り線）

更新上り線
（暫定下り線）

更新下り線

更新下り線
（工事中）

上り線
（工事中）

上り線
（工事中）

大井JCT
暫定形

大井JCT
暫定形

大井JCT
暫定形

う回路
（暫定上り線）

更新下り線

う回路
（暫定上り線）

う回路
（暫定上り線）

更新上り線

更新上り線
（工事中）

　湾岸線
大井JCT

（う回路を撤去し完成）

2020年6月

S T E P1

※大井JCT（　湾岸線→　羽田線）を再度通行止し、完成形につなぎ替えます。

S T E P1

S T E P2

S T E P3

S T E P4
上り線および
大井JCTを
切り替え

下り線を
切り替え
(完成)

下り線を
切り替え
(暫定)

大井JCTの
通行止を解除

上り線を
切り替え

上り線の
う回路を設置

工事着手
2016年2月

2017年9月

2019年9月

　湾岸線大井JCT

上り線
下り線

う回路（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

大井JCT（　湾岸線→　羽田線）通行止

　湾岸線大井JCT

下り線

う回路（暫定上り線）

上り線（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

下り線

う回路（暫定上り線）

上り線（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

更新上り線（暫定下り線）
更新下り線（工事中）

う回路（暫定上り線）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

更新下り線

う回路（暫定上り線）

更新上り線（工事中）

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

　湾岸線大井JCT

更新上り線
更新下り線

←至 芝浦

至 勝島→

断面図の位置

大井JCT（　湾岸線→　羽田線）通行止解除

東京
モノレール

大井JCT
（工事中）

上り線 下り線

大井JCT
暫定形
（工事中）

う回路
（工事中）

下り線

下り線

う回路
（暫定上り線）

更新上り線
（暫定下り線）

更新下り線

更新下り線
（工事中）

上り線
（工事中）

上り線
（工事中）

大井JCT
暫定形

大井JCT
暫定形

大井JCT
暫定形

う回路
（暫定上り線）

更新下り線

う回路
（暫定上り線）

う回路
（暫定上り線）

更新上り線

更新上り線
（工事中）

　湾岸線
大井JCT

（う回路を撤去し完成）

2020年6月
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